
安全管理の徹底

契約の履行は受注者の自主施工が原則であり、安全管理、
現場管理を含め施工方法等は、受注者がその責任において
行うこととされています。
特に安全管理については、労働安全衛生法、安全施工技
術指針等関係法令の遵守はもとより、「工事中における安
全の確保を全てに優先する」という考えのもと、次の事項
を徹底し、事故の未然防止に万全を期するようにお願いし
ます。
①工事の作業内容に応じた危険箇所の把握と具体的な防
止策の作成

②始業時、作業中及び終業時の安全点検の励行
③現場従事者（元請・下請問わず）への安全教育の徹底

万一、事故が発生した場合には、どんな些細な事故で
あっても直ちに監督員に事故報告をするとともに、速やか
に工事担当課に事故報告を書面で提出してください。また、
関係機関への報告等についても適切な対応をお願いします。

（総務部契約検査課）
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国不入企第５０号 

令和７年２月１７日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局長  

（  公  印  省  略  ） 

 

 

技能労働者の適正な賃金水準の確保について 

 

 

技能労働者の確保・育成のためには、適正な賃金水準の確保等による処遇改善

が極めて重要です。 

そのため、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号。

以下「公共工事品質確保法」という。）の基本理念として、将来にわたる公共工事

の品質確保とその中長期的な担い手の育成・確保に加え、市場における労務の取

引価格や健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）等の定めるところにより事業主が

納付義務を負う保険料（以下「法定福利費」という。）等を的確に反映した適正な

請負代金による契約の締結や、公共工事等に従事する者の賃金への配慮等が規定

されています。 

これまで国土交通省においては、国土交通大臣から建設業の主要４団体に対し、

技能労働者の適正な賃金水準の確保や社会保険加入の徹底等を直接要請してき

たところであり、多くの建設業団体においても関連する決議がなされる等、現場

の技能労働者の処遇が改善されるよう官民を挙げて取り組んできたところです。 

今般、国土交通省が令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価（以下「新

労務単価」という。）が決定・公表されました。新労務単価については、時間外労

働の上限規制への対応に必要な費用を反映して設定されています。令和６年３月

から適用されている公共工事設計労務単価（以下「旧労務単価」という。）と比べ、

新労務単価は全国全職種平均で 6.0％（単純平均の伸び率）上昇し 24,852 円とな

り、過去 11 年で最大の引上げとなったところです。 

技能労働者の確保・育成のためには、今後も継続して賃金を引き上げること、

そしてそれが公共工事設計労務単価等の上昇を通じて適正利潤の確保、更なる賃

別添１ 
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金の引上げにつながるという好循環が継続されることが重要です。好循環が継続

する環境整備を図るには、発注者、元請業者、下請業者のそれぞれの関係者が、

新労務単価の水準等を踏まえた適正な請負代金による契約を行い、技能労働者の

賃金水準の更なる改善を図ることが必要です。 

こうした状況を踏まえ、貴団体におかれては、傘下の会員企業に対し、下記の

措置を講じることによりこれまで以上に適正な賃金水準の確保に万全を期し、技

能労働者の処遇改善を図るよう、改めて周知をお願いします。 

また、別添１を各都道府県及び各政令指定都市あてに通知しておりますので、

併せてお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１．技能労働者への適正な水準の賃金の支払いについて 

 

公共工事品質確保法においては、受注者等の責務として、基本理念にのっとり

契約された公共工事等を適正に実施すること（第８条第１項）、下請負人に使用さ

れる技術者や技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他

の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、法定福利費

等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を

締結すること（同条第２項）等が位置づけられている。 

前述のとおり、技能労働者の確保・育成のためには、技能労働者の賃金を引き

上げ、公共工事設計労務単価の上昇等を通じて更なる賃金の引上げにつながる好

循環を継続させることが重要であり、建設業者はこのことを十分に踏まえ、技能

労働者の賃金水準の引上げを図ることが必要である。さらに、「建設業法及び公

共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」（令

和６年法律第 49 号）により、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 25 条の 27

第２項において、建設業者に対し、労働者の能力についての公正な評価に基づく

適正賃金支払等、労働者の適切な処遇確保措置を実施する努力義務が課せられた

ことも踏まえ、各建設業者は必要な対応を講ずることとする。 

以上のことを踏まえて、元請業者においては、市場における労務の取引価格等

を的確に反映した適正な価格での下請契約の締結をさらに徹底するとともに、下

請業者に対し、再下請契約についても市場における労務の取引価格等を的確に反

映した適正な価格で締結することや技能労働者へ適正な水準の賃金を支払うこ
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とを要請する等、現場を支える技能労働者の隅々まで適切な水準の賃金が支払わ

れるよう、最大限努めること。なお、令和５年度に国土交通省が実施した社会保

険の加入及び賃金の状況等に関する調査（以下「実態調査」という。）によれば、

高次の下請業者において、技能労働者の賃金が低い傾向であり賃金を引き上げた

との回答の割合も低くなっている。このため、元請業者・下請業者においては下

請契約・再下請契約の締結に際してこうした状況を考慮し、さらに、下請業者に

おいては自ら雇用する技能労働者の賃金水準の引上げを図ること。 

 

 

２．新労務単価を踏まえた請負代金額の変更について 

 

地方公共団体に対しては、各団体における新労務単価適用日以降に契約を締結

する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、

新労務単価に基づく請負代金額に変更するよう、また、既契約工事について、工

期の始期が到来しているものはもとより、工期の始期が到来していないものも含

め、いわゆるスライド条項（公共工事標準請負契約約款第 26 条）の適用や受注者

からの協議の申出等について、適切に対応するよう通知したところである。（別添

１の記２．） 

また、国土交通省直轄工事では、新労務単価の決定を受け、 

① 令和７年３月１日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を

適用して予定価格を積算しているものについては、新労務単価に基づ

く請負代金額に変更する 

② 令和７年２月 28 日以前に契約を締結した工事のうち、３月１日に

おいて工期の始期が到来していないものについては、「賃金等の変動

に対する工事請負契約書第 25 条第６項の運用について」（平成 26 年

１月 30 日付け国地契第 57 号、国官技第 253 号、国営管第 393 号、国

営計第 107 号、国港総第 471 号、国港技第 97 号、国空予管第 491 号、

国空安保第 711 号、国空交企第 523 号、国北予第 36 号）の記１．（１）

及び２．から８．まで（４．（３）を除く。）の規定を準用する 

こと等とし（別添２）、地方公共団体に対しても、これも参考として適正な請負代

金額での契約締結に努めるよう通知したところである（別添１の記２．）。 

新労務単価の適用により請負代金額が変更された場合は、１．の趣旨にのっと

り、元請業者・下請業者間や下請業者・再下請業者間で既に締結している請負契

約の金額の見直しや技能労働者の賃金水準の引上げ等について、適切に対応する

こと。 
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３．法定福利費等の適切な支払いと社会保険への加入徹底に関する指導等について 

 

公共工事品質確保法第８条第２項においては、受注者等の責務として、下請契

約を締結するときは法定福利費等を的確に反映した適正な額の請負代金による

ことが規定されている。さらに、第７条第１項第１号において、発注者の責務と

して、法定福利費や公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必

要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）の保険

料等を的確に予定価格へ反映することが規定されている。 

公共工事設計労務単価には技能労働者が社会保険へ加入するために必要な保

険料の本人負担分が勘案されているほか、国土交通省直轄工事においては、法定

福利費及び法定外の労災保険の保険料について適切に予定価格に反映されるよ

う措置されており、法定外の労災保険の付保を受注要件としている。また、地方

公共団体に対しても、国土交通省直轄工事における取組にも留意し適切な措置を

行うよう通知したほか（別添１の記３．）、「請負代金内訳書における法定福利費の

明示による法定福利費の適切な支払いのための取組について」（令和３年 12 月１

日付け総行行第 419 号、国不入企第 33 号）にて、法定福利費を内訳明示した請負

代金内訳書を受注者から提出させ、予定価格に適切に反映した法定福利費相当額

が請負契約においても適正に計上されていることを確認するよう要請している。 

これらの取組等も踏まえ、元請業者においては、建設工事標準請負契約約款に

基づき発注者に提出する請負代金内訳書に法定福利費を明示すること等により

標準約款の実施について適切に対応するとともに、受注時における適正な労務費

（社会保険料の本人負担分を含む賃金）や法定福利費、法定外の労災保険の保険

料等の確保に努めること。 

また、実態調査において高次の下請業者ほど十分に法定福利費を受け取れてい

ない工事の割合が多い傾向が見られたことを踏まえ、必要な法定福利費が確実に

確保されるよう、下請業者に対して、法定福利費を内訳明示した見積書の提出を

促すこと。その上で、提出された見積書を尊重して法定福利費を適正に含んだ額

により下請契約を締結すること。併せて、下請契約の締結にあたっては、社会保

険料の本人負担分についても適切に請負金額に反映すること。 

下請業者においては、注文者（元請業者又は直近上位の下請業者）に対し標準

見積書等の法定福利費を内訳明示した見積書を提出するとともに、再下請業者に

対し法定福利費を内訳明示した見積書の提出を促し、提出された見積書を尊重す

ること。併せて、自ら雇用する技能労働者に対し、社会保険料の本人負担分を適
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切に含んだ額の賃金を支払い、法令が求める社会保険に加入させること。 

労務費及び法定福利費の確保については、「標準見積書の活用等による労務費

及び法定福利費の確保の推進について」（令和３年 12 月１日付け国不建キ第 15

号）にて、労務費及び法定福利費を内訳明示した見積書の提出を要請するととも

に、建設キャリアアップシステムの普及に伴い地位や技能を適切に処遇に反映す

ることを推奨しているため、改めて内容を確認し適切に対応すること。 

なお、社会保険への加入の徹底については、「公共工事の入札及び契約の適正化

を図るための措置に関する指針」（平成 13 年３月９日閣議決定、令和６年 12 月

13 日最終変更）において「法令に違反して社会保険に加入していない建設業者に

ついて、公共工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で必

要な対策を講ずるものとする」ことや「元請業者に対し社会保険未加入業者との

契約締結を禁止することや、社会保険未加入業者を確認した際に建設業許可行政

庁又は社会保険担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業者

も含めてその排除を図るものとする」こととされており、公共工事発注機関にこ

れらの措置を講ずるよう要請していることを踏まえて、適切な社会保険への加入

を徹底すること。 

 

 

４．若年入職者の積極的な確保について 

 

 若年労働者の処遇改善により若年入職者を確保した企業が円滑な技能承継を

通じて成長していくといった健全な循環を形成することができるよう、若年労働

者の賃金引上げや社会保険への加入徹底等により処遇改善を一層進めるととも

に、建設キャリアアップシステムを活用し技能労働者のキャリアパスと処遇の見

通しを示す取組を進めることによって、若年入職者の確保を更に積極的に推進す

ること。 

 

 

５．ダンピング受注の取止めの徹底について 

 

ダンピング受注は、下請業者へのしわ寄せや技能労働者の賃金水準低下等につ

ながりやすく担い手の確保・育成を困難とするものであることから、適正な金額

による契約締結を徹底し、ダンピング受注を厳に行わないよう、改めて徹底する

こと。 

また、建設業法第 19 条の３に規定されているとおり、建設工事の注文者は、自
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己の取引上の地位を不当に利用して工事の施工に通常必要と認められる原価に

満たない金額での契約を締結してはならないので、この趣旨も改めて徹底するこ

と。 

 

 

６．適正な工期の設定・確保と必要経費の確保について 

 

工事の請負契約の締結に当たっては、「工期に関する基準」（令和２年７月中央

建設業審議会作成・勧告、令和６年３月最終改定）等に基づき、工事の規模及び

難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件のほか、工事に従事する者

の休日、準備期間、後片付け期間、降雨日や猛暑日などの作業不能日数等を考慮

した適正な工期を設定・確保すること。その際、労務費（社会保険料の本人負担

分を含む賃金）や、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済制度に基づく

事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないよう、法定福利費等を見積書

や請負代金内訳書に明示すること等により適正な請負代金による請負契約を締

結すること。また、下請契約においても、これらの必要経費を含んだ適正な請負

代金による契約を締結すること。 

また、「工期に関する基準」において、週休２日の確保に当たっては、日給月給

制の技能労働者等の処遇水準の確保に十分留意し、十分な工期の確保や交代勤務

制の実施等に必要となる経費を請負代金の額に適正に反映した上で、労務費その

他の必要経費に係る見直し等の効果が確実に行き渡るよう適正な賃金水準の確

保等を図ることが必要であるとされていることを踏まえ、適切に対応すること。 

一方、工程遅延等が生じたにもかかわらず工期延長ができず、後工程の作業の

短期間での実施を余儀なくされる場合等には、受発注者間で協議を行ったうえで、

必要に応じて、短期間施工に伴う人件費の補填など必要となる請負代金の額の変

更等の変更契約を適切に行うとともに、その結果を適切に元下間や下下間の契約

に反映させること。 

 

 



建設業フォローアップ相談ダイヤル

国土交通省では、品確法の運用指針の趣旨の現場への浸透や適切
な受発注者関係の構築に向け、「品確法の運用指針」や「新労務単価」、
「建設業における社会保険加入対策」、「資機材価格の高騰等による価
格転嫁」などの相談を総合的に受け付ける窓口を開設し、元請事業者、
下請事業者、技能労働者など、様々な立場の皆さんの現場の生の声
や情報を聞かせていただいてきたところです。
令和７年４月２４日より、メールの受付アドレスが変更になっておりま
す。本リーフレットに記載のアドレスをご利用ください。

国 土 交 通 省
不動産・建設経済局 建設業課



「建設業フォローアップ相談ダイヤル」で受け付ける生の声

従来から受け付けていた、品確法の運用指針や公共工事設計労単価改訂後の請負契約に

関する情報のほか、社会保険加入対策等についても相談や現場の生の声を受け付けます。

＜品確法・運用指針の内容や公共工事設計労務単価等の内容についてはホームページをご覧下さい＞

※元請負人と下請負人間の取引に係る法令違
反、または、法令違反のおそれのある事例は、
国土交通省のホームページに掲載されている
「建設業法令遵守ガイドライン」をご覧下さい。

公共工事設計労務単価改訂後
の請負契約に関する情報

社会保険加入対策

品確法の運用指針に関する情報

・元請負人が見積の際に、合理的な
根拠もなく、下請負人の示した労務単
価を下回る額を一方的に押しつけ、そ
の額で下請契約を締結した など

＜法令違反のおそれがある情報の例＞

●「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」

や現場入場についての相談

法令違反、または、違反のおそれのある

情報については、「建設業法令遵守推進

本部」が端緒情報として取り上げ、当該建

設業者への立入検査等をするかどうかの

判断をします。

いただいた情報については、今後の取組

の参考とさせていただくほか、個別事案を

特定できない方法で公表させていただくこ

ともありますので、予めご了承下さい。

・品確法の運用指針の内容について教えて欲しい。
・違反と疑われる発注者の行為について相談したい。
・発注者には言いにくい受注者の悩み、現場での困難な実態を聞いて欲しい など

＜例えば・・・＞

●発注者と元請負人との請負契約についての情報

●元請負人と下請負人との取引の際の法令違反、

または、法令違反のおそれがある情報

●１次下請負人と２次下請負人など、下請負人間

での取引の際の法令違反、または、法令違反の

おそれがある情報

いただいた情報をもとに・・・

○当該発注者等に情報提供を行うこと等により見直しの促進を図っていきます。
○運用指針の実施状況のフォローアップに活用するなど、各種施策の検討の参考にさせていただきます。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000193.html
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000217.html

品確法・運用指針：

公共工事設計労務単価：

●「歩切りの禁止」や「ダンピング対策」などの、品確法の運用指針の内容の実施状況についての相談

●公共工事の品質確保と担い手の中長期的な育成・確保といった、品確法の基本理念に関連する

現場の取組・実態についての情報
相談ダイヤル
への相談

発注事務
の見直し

発注者への
情報提供

発注現場
への反映

社会保険加入対策： http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html

その他の関連情報

●行政や業界の取組や現場の実態についての

関連する情報 ※お寄せ頂いた情報には、国土交通省が直接対応
出来ない場合もありますので、予めご了承願います。

価格転嫁に関する情報

●発注者との契約後における資機材価格の高騰等

への対応についての相談



「建設業フォローアップ相談ダイヤル」への情報は、電子メールでも受け付けています。
該当する地域の地方整備局等へメールをお送りください。
※内容によっては担当地方整備局等から電話での回答となる場合がございます。
電子メールで受け付けた場合でも、文書での返信（回答）を約束するものではござい
ません。

メールアドレス地方整備局等

hkd-ky-kensanfollow@ki.mlit.go.jp
北海道
開発局

thr-follow-keiyaku@gxb.mlit.go.jp
東北地方
整備局

ktr-fusdkensetsugyou@ki.mlit.go.jp
関東地方
整備局

kensetugyouhou-hokuriku@hrr.mlit.go.jp
北陸地方
整備局

cbr-kensan-nyuusatsu@mlit.go.jp
中部地方
整備局

kkr-shidoukantoku@mlit.go.jp
近畿地方
整備局

kensetugyou@cgr.mlit.go.jp
中国地方
整備局

skr-kensetsutekisei@ki.mlit.go.jp
四国地方
整備局

qsr-kensetsugyou110@ki.mlit.go.jp
九州地方
整備局

※電話受付後のみメール対応可能です。まずはお電話にてお
問い合わせください。

沖縄総合
事務局


